
Q

教えてください。

A 一部変更というのは、７０歳以上から７４歳の高齢者に対する高額療養費の限度額が

変更になりました。

７０歳未満の方の高額療養費の計算方法と違い、７０歳以上の方の場合は、１ヶ月

（暦の１日から月末）のひと月に病院の窓口で支払った金額が上限を超えた場合に、

その超えた金額を高額療養費として支給するものです。

※ 入院時の食事の負担や差額ベット等の代金は含まれません。

平成２９年７月診療分まで
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平成２９年８月診療分から
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Ⅰ

※ ピンク色の部分が変更となります。

平成２９年８月から「高額療養費制度」の一部が変更になったようですが内容を

適用区分

課税所得

145万円以上

住民税

非課税世帯

現
役
並
み

外来+入院（世帯ごと）

８０,１００円

＋（医療費-267,000円）×１％

（多数回　44,400円）

住民税非課税

（年金収入80万円以下等）

課税所得

145万円未満

外来（個人ごと）

４４,４００円

４４,４００円

２４,６００円

１５,０００円

適用区分 外来+入院（世帯ごと）
外来（個人ごと）

１２,０００円

８,０００円

一
般

住
民
税
非
課
税

現
役
並
み

課税所得

５７,６００円

８０,１００円

145万円以上
＋（医療費-267,000円）×１％

（多数回　44,400円）

一
般

課税所得

145万円未満

住
民
税
非
課
税

住民税

８,０００円
非課税世帯

住民税非課税
１５,０００円

（年金収入80万円以下等）

１４,０００円

年間上限

１４４,０００円

５７,６００円

（多数回　44,400円）

２４,６００円


